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(6) 任意利払停止
本項第１号ないし第４号の規定にかかわらず、当社は、
本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその

































 

 

(3) 2035年１月15日の翌日以降の本社債の利息については、
支払期日に、以下により計算される金額を支払う。ただ











 

 

「代替参照レート決定期間」とは、当社が参照レート
移行事由が発生したと決定した日(ただし、参照レート
移行事由の定義に定める(a)または(b)の双方のみまた
は一方のみが発生したと当社が決定した場合において
は、当社が参照レート移行事由が発生したと決定した
日とタイボー運営機関が６ヶ月日本円タイボーの提供
を恒久的に中止したと当社が決定した日のいずれか遅
い日。以下「参照レート移行決定日」という。)の直後
の利率基準日の直後の支払期日(2035年１月15日以降に
到来するものに限る。)の60日前の日から、参照レート
移行決定日の直後の利率基準日の午前11時より前まで
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(c)
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